
【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
二
号
）

一

旅
費
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
宿

泊
手
当
、
転
居
費
、
着
後
滞
在
費
、
家
族
移
転
費
及
び
渡
航
雑
費
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

鉄
道
賃
に
つ
い
て
、
鉄
道
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
費
用
を
支
給
対
象
と
し
、
運
賃
の
等
級
が

区
分
さ
れ
る
場
合
の
運
賃
の
額
の
上
限
を
改
め
る
と
と
も
に
、
急
行
料
金
及
び
座
席
指
定
料
金
の
支

給
に
係
る
旅
行
距
離
の
制
限
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

船
賃
に
つ
い
て
、
船
舶
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
費
用
を
支
給
対
象
と
し
、
運
賃
の
等
級
が
区

分
さ
れ
る
場
合
の
運
賃
の
額
の
上
限
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

四

航
空
賃
に
つ
い
て
、
航
空
機
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
費
用
を
支
給
対
象
と
し
、
運
賃
の
等
級

が
区
分
さ
れ
る
場
合
の
運
賃
の
額
の
上
限
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

五

車
賃
の
名
称
を
そ
の
他
の
交
通
費
に
改
め
、
鉄
道
、
船
舶
及
び
航
空
機
以
外
を
利
用
す
る
移
動
に

要
す
る
費
用
を
支
給
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

六

旅
行
雑
費
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

七

包
括
宿
泊
費
を
設
け
、
移
動
及
び
宿
泊
に
対
す
る
一
体
の
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
費
用
を
支
給

対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

八

移
転
料
の
名
称
を
転
居
費
に
改
め
、
赴
任
に
伴
う
転
居
に
要
す
る
費
用
を
支
給
対
象
と
す
る
こ
と

と
し
た
。

九

着
後
手
当
の
名
称
を
着
後
滞
在
費
に
改
め
、
赴
任
に
伴
う
転
居
に
必
要
な
滞
在
に
係
る
費
用
を
支

給
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

十

扶
養
親
族
移
転
料
の
名
称
を
家
族
移
転
費
に
改
め
、
赴
任
に
伴
う
家
族
の
移
転
に
要
す
る
費
用
を

支
給
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

十
一

旅
行
手
当
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

十
二

そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

十
三

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

十
四

一
か
ら
十
二
ま
で
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

十
五

公
聴
会
参
加
者
等
の
実
費
弁
償
支
給
条
例
に
つ
い
て
、
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

●

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
三
号

）一

職
員
又
は
そ
の
配
偶
者
が
妊
娠
し
、
又
は
出
産
し
た
こ
と
等
を
申
し
出
た
場
合
に
お
い
て
、
任
命

権
者
は
、
当
該
職
員
に
対
し
て
、
仕
事
と
育
児
と
の
両
立
支
援
制
度
等
の
利
用
に
関
す
る
意
向
確
認

等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

二

任
命
権
者
は
、
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
職
員
に
対
し
て
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

期
間
内
に
、
仕
事
と
育
児
と
の
両
立
支
援
制
度
等
の
利
用
に
関
す
る
意
向
確
認
等
の
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

三

任
命
権
者
は
、
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
の
支
障
と
な
る
事
情
の
改
善
に
資
す
る
事
項
に

係
る
職
員
の
意
向
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
四
号
）

一

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正



１

職
員
が
一
年
に
つ
き
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
休
業
の
時
間
の
上
限
を
七
十
七
時
間
三
十

分
（
非
常
勤
職
員
に
あ
っ
て
は
、
勤
務
日
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
数
に
十
を
乗
じ
て
得
た
時
間

）
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

職
員
が
部
分
休
業
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
年
の
期
間
を
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

３

職
員
が
一
年
に
つ
き
一
の
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
請
求
し
た
部
分
休
業
に
つ
い
て
、
任
命

権
者
は
、
一
時
間
を
単
位
と
し
て
承
認
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

４

職
員
が
一
日
に
つ
き
二
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
請
求
し
た
部
分
休
業
に
つ
い
て
、
任
命
権

者
は
、
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
限
ら
ず
、
承
認
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

５

職
員
が
部
分
休
業
の
申
出
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
を
定
め
る
こ
と
と

し
た
。

６

そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

次
に
掲
げ
る
条
例
に
つ
い
て
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う

所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例

２

企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

３

病
院
事
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
五
号
）

一

土
地
改
良
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
を
図
る
た
め
の
県
税
の
課
税
免

除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
六
号
）

一

促
進
区
域
内
に
お
け
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
免
除
の
要
件
に
係
る
基
本
計
画
の
同
意
の
期
限
及

び
適
用
対
象
施
設
の
設
置
の
期
限
を
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
条
例
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
議
会
の
議
員
及
び
徳
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
自
動
車
の
使
用
並
び
に
ビ
ラ
及
び
ポ
ス
タ

ー
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
七
号
）

一

選
挙
運
動
用
ビ
ラ
及
び
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
営
に
要
す
る
経
費
に
係
る
限
度
額
を

引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

二

公
職
選
挙
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
に
つ
い
て
は
、
令
和
八
年

一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

四

一
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
す

る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
生
活
環
境
関
係
手
数
料
条
例
及
び
徳
島
県
危
機
管
理
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
条
例
第
三
十
八
号
）

一

次
に
掲
げ
る
条
例
に
つ
い
て
、
組
織
の
再
編
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

徳
島
県
生
活
環
境
関
係
手
数
料
条
例



２

徳
島
県
危
機
管
理
関
係
手
数
料
条
例

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

民
生
委
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
九
号
）

一

徳
島
市
、
鳴
門
市
、
阿
南
市
、
吉
野
川
市
、
美
馬
市
及
び
美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
に
お
け
る
民
生
委
員

の
定
数
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
及
び
徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支

援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
号
）

一

次
に
掲
げ
る
条
例
に
つ
い
て
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴

う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

２

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

警
察
官
に
対
す
る
被
服
の
支
給
及
び
装
備
品
の
貸
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条

例
第
四
十
一
号
）

一

本
県
の
警
察
官
に
対
し
支
給
す
る
支
給
品
の
品
目
か
ら
夏
服
ス
カ
ー
ト
を
削
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五
十
四
号
）

一

徳
島
県
危
機
管
理
関
係
手
数
料
条
例
及
び
徳
島
県
生
活
環
境
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
伴

う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五

十
五
号
）

一

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
平
均
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数
を
算
出
す
る
場
合

に
お
い
て
、
小
数
点
以
下
一
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
生
活
環
境
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五
十
六
号
）

一

徳
島
県
生
活
環
境
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
計
量
器
出
張
検
定
等
経
費
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五
十
七
号
）

一

五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
分
銅
を
使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
検
査
用
具
の
運
搬
に
要
す
る
経
費
の

額
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

一
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五
十
八
号
）

一

徳
島
県
危
機
管
理
関
係
手
数
料
条
例
及
び
徳
島
県
生
活
環
境
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
伴

う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
奨
学
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五
十
九
号
）



一

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行

う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。


